
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件申立を却下する。

　　　　　申立費用は申立人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　本件申立の要旨は別紙のとおりである。

　養子縁組無効確認の訴は養親が普通裁判籍を有する地またはその死亡の時にこれ

を有した地の地方裁判所の管轄に専属すると規定されているにかかわらず（人訴二

四条）、養親がその普通裁判籍所在地を異にするに至つた場合における右訴の管轄

に関しては何ら規定されているところがないから、かかる場合には管轄裁判所の不

明な場合としてその指定を求めることができるように見えるかも知れない。しかし、

元来専属管轄は公益の必要から認められるものであり、それはただ法定の当該専属

管轄裁判所以外の裁判所の管轄を排除するという意義に過ぎないのであるから、専

属管轄の定めある場合においては合意管轄、応訴管轄等の生ずる余地のないことは

もちろんであるけれども、必ずしも常に唯一つの管轄裁判所を定めるものとは限ら

ない。現に民訴七三九条は仮差押命令が仮に差押うべき物の所在地を管轄する地方

裁判所または本案の管轄裁判所の管轄に専属することを規定しているのである（同

法五六三条参照）。そして二個以上の専属管轄裁判所が存在する場合においては、

そのいずれかの管轄裁判所に提起し得べきことはこれまた言を俟たないところであ

る。それ故、本件養子縁組事件のように元来養親の普通裁判籍所在地が同一である

ことを予定してその管轄を定めている場合にも、偶々その所在地を異にするに至つ

たためその管轄裁判所と認められる裁判所が二個存するに至つたときは、その各裁

判所をもつて管轄裁判所とし、そのいずれに対しても訴を提起することができるも

のと解するのを相当とする。このことは、稍々趣を異にするが、専属裁判籍を認め

られている不動産の強制競売の場合につき（民訴五六三条）、不動産が数個の地方
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裁判所の管轄区域内に散在するときは、各地方裁判所が管轄権を有するものと規定

している（民訴六四一条一項後段）わが民訴法の精神に徴しても、これを首肯する

ことができるであろう。或いはこの見解に対し養父または養母のいずれの普通裁判

籍所在地を管轄する裁判所に対しても訴を提起することができるとするときは、そ

れが必要的共同訴訟である関係上必ずや一方の養親は自己が普通裁判籍を有しない

裁判所において審判を受くべき不利益を強いられる結果を招来するとの異論が出る

かも知れない。しかし、かかる結果は直近上級裁判所による管轄の指定がなされた

場合においても当然に起りうることであるばかりでなく、裁判所は事情により事件

を他の管轄裁判所に移送することによつて当事者の利益の妥当に考慮することがで

きるのであるから、右両者の管轄を認めることによつて一方の当事者を不当に不利

に陥れるとする非難は当らない。これを反対に解するときは、却つて管轄の指定の

ために移送を不可能ならしめ、他方の利益を不当に害する場合も起りうるであろう。

　されば本件においても申立人は養父または養母のいずれの普通裁判籍所在地の裁

判所に対してもその主張の養子縁組無効確認の訴を提起することができるのである

から、その管轄の指定を求めうべき場合に該当せず、本件申立は理由がないとして

これを却下すべきである。

　よつて、申立費用は申立人の負担とし、裁判官全員の一致で、主文のとおり決定

する。

　　昭和三一年一〇月三一日

　　　　　最高裁判所第一小法廷
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